本学の非常勤職員、ＴＡ・ＴＦ・ＲＡ、アルバイト、チューター等に
従事されている学生の皆さんへ（お知らせ）
＜従事可能年数のルールについて＞
総務部人事課

　本学では、ティーチング・アシスタント、ティーチング・フェロー、リサーチ・アシスタント、アルバイト、チューターの他、附属図書館等での事務補佐員の業務、男女協働推進センターにおける研究支援員制度（特任研究員、技術補佐員、事務補佐員）による業務など、学生の方々に従事いただいております。
　これらの業務に就く場合において従事することができる期間に関するルールを定めましたので、次の点にご留意ください。

１．従事することができる期間の制限（平成２６年４月１日有期雇用ルール改正）
下記に掲げる職に従事することができる期間は、平成２５年４月１日以降の雇用又は受入れから「５年以内」です。５年を超える雇用又は受入れはできませんので、ご承知おきください。
	通算対象の職種等
　　○　非常勤職員／事務系（事務補佐員、技術補佐員、教務補佐員等）
　　○　非常勤職員／教育研究系（特任研究員、医員（医師）等）
○　ティーチング・アシスタント
○　ティーチング・フェロー
○　リサーチ・アシスタント
○　アルバイト
○　チューター


※　ただし、上記の対象職種等のうち、非常勤職員（教育研究系）、ティーチング・アシスタント、ティーチング・フェロー及びリサーチ・アシスタントについては、「１０年以内」の雇用又は受入れが可能です。

なお、この「５年（１０年）」の期間の算定にあたっては、従事する所属（研究科等）の違いにかかわらず、「通算対象の職種等」に従事する期間及びその間の空白期間（上記の通算対象の職種等に就いていない期間）の全てを含みますので、各自で雇用契約書や受入れ決定通知書等を大切に保管のうえ、期間が上限を超えることのないよう確認願います。
ただし、６か月以上の空白期間がある場合は、それ以前の期間は通算されません。
また、上記の職種等に採用等される場合で、過去に本学の有期職に従事したことがある場合は担当部署へ申し出てください。

２．卒業（修了）等後の取扱いについて
上記の通算は、卒業（修了）等後に、本学において任期の定めのある教職員等として雇用等される場合についても適用されます。
ただし、卒業（修了）等後に常勤又は非常勤の任期付教員・研究員に雇用等される場合は、通算期間から、本学の学生である間に上記対象職種等に従事した期間は除算できます。
卒業（修了）等後に本学の有期職に従事する予定がある場合は、以上のことにご留意願います。

（注）本学の学生には、休学期間を含み、研究生・科目等履修生等の正課生以外は含みません。

　※詳しくは、各部局等のＴＡ・ＴＦ・ＲＡ，非常勤職員等の担当事務にお問い合わせください。
